
 

発令事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，別に定めるもののほか，職員の人事の発令に係る文例形式その他事

務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（発令） 

第２条 職員の人事の発令は，別記様式による辞令書の交付により行う。 

２ 職員の人事の発令に係る文例形式は，別表のとおりとし，発令事項の順序は，原則と

して次のとおりとする。 

（１） 身分に関する事項 

（２） 職に関する事項 

（３） 給料に関する事項 

（４） 勤務場所に関する事項 

（５） その他の発令事項 

（発令の特例） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する場合の職員の人事の発令については，前条第１項

の規定にかかわらず，文書による通知その他適当な方法により行うことができる。 

（１） 組織の変更等に伴い，訓により発令事項を変更する場合 

（２） 昇給又は昇格の場合 

（３） 転任，兼務，兼務解除，休職又は休業の場合で，辞令書の交付によらないこと

が適当と認めるとき。 

（４） 法令等により当該職を証する身分証が交付される場合又は条例等により当該職

務に就くことによって当該職の身分が付与される場合 

（５） 非常勤の職に任免する場合で，辞令書の交付によらないことが適当と認めると

き。 



 

（６） 緊急の必要により辞令書を交付することができない場合 

（異動に伴う発令の解除） 

第４条 兼務（別表７（３），（４）及び（７）の項に掲げる場合を除く）又は派遣（同表

８（７）の項に掲げる場合に限る）の発令が行われている職員について，昇任，降任又

は転任の発令を行った場合は，当該兼務又は派遣の発令は，自動的に解かれるものとす

る。 

（期間満了時の復職） 

第５条 期間を明示して行われた発令は，当該期間の満了により失効するものとし，別に

新たな発令を行わない限り，従前の職等に復帰するものとする。 

（退職に伴う発令の解除） 

第６条 職員が退職する際，現に発令されていた事項は退職により解かれるものとする。 

 

   附 則 

 この要領は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，平成２３年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要領は，平成２６年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

 



 

別表（第２条，第４条関係） 

区分 発令文例 備考 

１ 採用 (1) 役付職員に

採用する場合 
【A 任命権者】【C 身分】に任命す

る 
【D 役職】に格付けする 
【H 勤務場所】【E 職名(1)】を命ず

る 
【I 給料表】 
○級○号俸を給する 

採用直後出向

の場合は，任

命のみ発令す

る。以下１に

おいて同じ。 
 

 (2) (1)以外の常

勤職員に採用

する場合 

【A 任命権者】【C 身分】に任命す

る 
【F 職名(2)】を命ずる 
【I 給料表】 
○級○号俸を給する 
【H 勤務場所】勤務を命ずる 

 

 (3) 任期付採用

を行う場合で

役付職員に採

用するとき。 
（任期付研究

員及び特定任

期付職員に限

る。） 

【A 任命権者】【C 身分】に任命す

る 
【D 役職】に格付けする 
【H 勤務場所】【E 職名(1)】を命ず

る 
【I 給料表】 
○号俸を給する 

期間発令を付

する。 

 (4) 任期付採用

を行う場合で

(3) 以外の常

勤職員又は短

時間勤務職員

に採用すると

き。 

【A 任命権者】【C 身分】に任命す

る 
期間発令を付

し，短時間勤

務職員は勤務

時 間 も 付 す

る。 
任命に関する

発令以外の発

令文例は(1)又
は (2) に 準 ず

る。 
２ 昇任  【D 役職】に昇任させる 

【H 勤務場所】【E 職名(1)】を命ず

る 

 

３ 降任 (1) 役付職員に

降任する場合 
【D 役職】に降任する 
【H 勤務場所】【E 職名(1)】を命ず

る 

 

 (2) 役付職員以

外の職員に降

任する場合 

【D 役職】を免ずる 
【F 職名(2)】を命ずる 
【H 勤務場所】勤務を命ずる 

 

４ 転任 (1) 任命権者の

異なる他の機

関への出向の

場合 

【B 任命権者（部局）】に出向を命

ずる 
 

 (2) 任命権者の

異なる他の機 
「１ 採用」の例による 転入前の身分

を冠した氏名 



 

 関からの転入の

場合 
 に発令する。 

 (3) 配置換（役

付職員）の場

合 

【H 勤務場所】【E 職名(1)】を命ず

る 
 

 (4) 配置換（役

付職員以外）

の場合 

【H 勤務場所】勤務を命ずる  

５ 組織改編 (1) 個別に発令

する場合 
４(3)又は(4)の例による。  

 (2) 訓による場

合 
△△○年新潟市訓第○号の規定によ

り（【H 勤務場所】【E 職名(1)】又

は【H 勤務場所】勤務）を命ずる 

辞令交付は行

わずに，履歴

に掲載する。 
６ 職名変更 (1) 個別に発令

する場合 
【新：F 職名(2)】を命ずる  

※役付職員以 
 外 

(2) 訓による場

合 
△△○年新潟市訓第○号の規定によ

り【新：F 職名(2)】を命ずる 
辞令交付は行

わずに，履歴

に掲載する。 
７ 兼務 (1) 役付職を兼

ねる場合 
兼ねて【H 勤務場所】【E 職名(1)】
を命ずる 

 

 (2) 役付職以外

の職を兼ねる

場合 

兼ねて【H 勤務場所】勤務を命ずる  

 (3) プロジェク

ト・チーム員

を兼ねる場合 

【プロジェクト・チーム名】【G 職
名（ＰＴ）】を命ずる 

 

 (4) 法令等に定

める職を兼ね

る場合 

【法令職等名称】を命ずる  

 (5) 一つの職を

事務取扱させ

る場合 

【H 勤務場所】【E 職名(1)】事務取

扱を命ずる 
 

 (6) 複数の職を

事務取扱させ

る場合 

兼ねて【H 勤務場所】【E 職名(1)】
事務取扱を命ずる 

二つ目以降の

職 に 使 用 す

る。一つ目の

職は，(5)によ

る。 
 (7) 任命権者の

異なる他の機

関の職を兼ね

る場合 

【A 任命権者】【C 身分】に併任す

る 
併任と併せて

職を命ずる場

合は，１の例

による。 
 (8) 附属機関の

委員等を兼ね

る場合 

【附属機関等名称】委員を命ずる 期間発令を付

する。 
ただし，充て

職等により任

期がない場合

は，期間発令

を要しない。 
（兼務解除） (9) 役付職の兼

務を解く場合 
【H 勤務場所】【E 職名(1)】兼務を

免ずる 
期間発令があ

るものの期間 



 

   が満了した場

合は，解除発

令 を 要 し な

い。 
複数の兼務等

を解除する場

合は，後から

発令したもの

から順に解除

する。 
以下７におい

て同じ。 
 (10) 役付職以

外の職の兼務

を解く場合 

【H 勤務場所】兼務を免ずる  

 (11) プロジェ

クト・チーム

員を解く場合 

【プロジェクト・チーム名】【G 職
名（ＰＴ）】を免ずる 

 

 (12) 法令等に

定める職を解

く場合 

【法令職等名称】を免ずる  

 (13) 事務取扱

を解く場合 
【H 勤務場所】【E 職名(1)】（「事務

取扱」又は「事務取扱兼務」）を免ず

る 

 

 (14) 任命権者

の異なる他の

機関の職の兼

務を解く場合 

【A 任命権者】【C 身分】の併任を

解く 
併任解除時は

職の解除発令

を要しない。 

 (15) 附属機関

の委員等を解

く場合 

【附属機関等名称】委員を免ずる  

８ 派遣 (1) 公益的法人

等への派遣等

に関する条例

により派遣す

る場合 

新潟市職員の公益的法人等への派遣

等に関する条例第２条第１項の規定

により○○に派遣を命ずる 

一般の異動転

出と同様に扱

い，期間発令

を要しない。 
派遣に伴い調

整額を支給す

る場合は，期

間の前に調整

額支給の発令

文を入れる。 
以下８におい

て同じ。 
 (2) 他団体に派

遣する場合 
○○に派遣を命ずる 期間発令を付

する。 
①地方自治法

による派遣 
②県市町村派

遣規則による

派遣 
③研修生とし 



 

   て国派遣 
④一部事務組

合等への派遣 
 (3) 民間企業に

研修のため派

遣する場合 

民間企業派遣研修のため○○に派遣

を命ずる 
期間発令を付

する。 

 (4) 大学院等研

修による場合 
○○への研修派遣を命ずる 期間発令を付

する。 
 (5) (1)から(4)ま

での派遣から

職務復帰させ

る場合 

○○への派遣を解く 派遣解除とと

もに新勤務場

所等を発令す

る場合は，新

勤務場所の発

令日と同一日

付けで発令す

る。 
 (6) 公益的法人

等の職を兼ね

る場合 

○○業務のため新潟市職員の職務に

専念する義務の一部を免除する 
○○は外部団

体 名 を 入 れ

る。 
単純な外部団

体の事務局職

員兼務等につ

いては発令せ

ずに，原課か

らの内申に基

づき職務専念

義務の免除を

承認すること

により対応す

る。 
 (7) 公益的法人

等の職の兼務

を解く場合 

○○業務のための新潟市職員の職務

に専念する義務の一部免除を解く 
 

９ 給料 (1) 昇格降格 ○級○号俸を給する  
 (2) 昇給降給 ○級○号俸を給する  
 (3) 給料表を異

にする職に転

任する場合 

【I 給料表】 
○級○号俸を給する 

 

 (4) 調整額を支

給する場合 
調整数○の俸給の調整額を給する 
（又は）俸給の調整額○○円を給す

る 

 

 (5) 調整額を不

支給とする場

合 

調整額は支給しない  

10 懲戒 (1) 戒告 地方公務員法第２９条第１項第 1 号

及び第２号並びに新潟市職員の懲戒

の手続及び効果に関する条例第２条

の規定により懲戒処分として戒告す

る 

号は，事由ご

とに異なる。 
以下 10におい

て同じ。 

 (2) 減給 地方公務員法第２９条第１項第１号  



 

  第２号及び第３号並びに新潟市職員

の懲戒の手続及び効果に関する条例

第２条及び第３条の規定により懲戒

処分として俸給月額の○分の○を○

箇月間減給する 

 

 (3) 停職 地方公務員法第２９条第１項第１号

及び第３号並びに新潟市職員の懲戒

の手続及び効果に関する条例第２条

及び第４条の規定により懲戒処分と

して○箇月間停職する 

 

 (4) 免職 地方公務員法第２９条第１項第１号

及び第３号並びに新潟市職員の懲戒

の手続及び効果に関する条例第２条

の規定に基づき懲戒処分として免職

する 

 

11 休職 (1) 心身の故障

のため，長期

の休養を要す

る場合 

地方公務員法第２８条第２項第１号

及び新潟市職員の分限に関する手続

及び効果に関する条例第３条第１項

の規定により分限処分として休職を

命ずる 
給与は新潟市給与条例第２８条第３

項の規定に基づき支給する 

期間発令を付

し，発令は，

給与に係る発

令の前に行う。

給与に係る発

令は，必要時

のみ付する。 
 (2) 刑事事件に

よる場合 
地方公務員法第２８条第２項第２号

及び新潟市職員の分限に関する手続

及び効果に関する条例第３条第３項

の規定により分限処分として休職す

る 
休職の期間中は給与を支給しない 
（又は）新潟市給与条例第２８条第

４項の規定に基づき１００分の○を

支給する 

期間発令を付

さない。 

 (3) 専従休職の

場合 
在籍専従を許可する 
 

期間発令を付

する。 
 (4) 復職する場

合 
復職を命ずる 休職期間の満

了に伴い復職

する場合を除

く。 
12 休業 (1) 育児休業法

に基づく育児

休業を承認す

る場合 

地方公務員の育児休業に関する法律

第２条第１項の規定に基づき△△○

年○月○日から△△○年○月○日ま

で育児休業を承認する 
給与は同法第４条第２項の規定によ

り支給しない 

延長の場合も

同 内 容 と す

る。 

 (2) (1)の終了事

由に該当する

場合 

職務復帰を命ずる 承認期間の満

了に伴い復職

する場合を除

く。 
13 退職 (1) 依願退職の

場合 
願により本職を免ずる 勧奨退職を含

む。 
 (2) 退職後引き

続いて他の地

願により本職を免ずる 
新潟市職員退職手当支給条例第１９

 



 

方公務員等と

なる場合で，

退職手当を支 

条の規定により退職手当は支給しな

い 

  給しないと

き。 
  

 (3) 一般的な定

年退職の場合 
定年により退職  

 (4) 定年延長す

る場合 
△△○年○月○日まで勤務延長する  

 (5) 定年延長後

の退職 
地方公務員法第２８条の３の規定に

よる期限の到来により退職 
 

 (6) 任期付研究

員及び任期付

職員の任期満

了による退職 

任用期間満了により退職  

14 失職  地方公務員法第１６条第○号該当に

より失職 
 

15 期間の発

令 
(1) 他の発令と

併せて発令す

る場合 

【J 期間事由】期間は△△○年○月

○日までとする 
 

 (2) 期間発令に

併せて勤務時

間を発令する

場合 

勤務時間は週○時間とし 
【J 期間事由】期間は△△○年○月

○日までとする 

 

 (3) 期間を延長

する場合 
【J 期間事由】期間を△△○年○月

○日まで延長（更新）する 
 

16 再任用 (1) 役付職員に

再任用する場

合 

【A 任命権者】【C 身分】に再任用

する 
【D 役職】に格付けする 
【H 勤務場所】【E 職名(1)】を命ず

る 
【I 給料表】 
○級を給する 

期間発令を付

し，短時間勤

務の場合は勤

務時間も付す

る。以下(2)に
おいて同じ 

 (2) (1)以外の職

員に再任用す

る場合 

【A 任命権者】【C 身分】に再任用

する 
【F 職名(2)】を命ずる 
【I 給料表】 
○級を給する 
【H 勤務場所】勤務を命ずる 

 

17 臨時 (1) 臨時職員と

して採用する

場合 

△△○年○月○日まで臨時職員とし

て任用する 
【F 職名(2)】を命ずる 
【I 給料表】 
○級○号俸に相当する額を給する 
【H 勤務場所】勤務を命ずる 

 

 (2) 正式採用す

る場合 
１の例による。  

18 会計年度

任用職員 
(1) 会計年度任

用職員として

採用する場合 

 勤務条件通知

書兼任用通知

書により通知



 

する。 
 (2) 任用期間を

更新する場合 
任用期間を△△○年○月○日まで更

新する 
 

 (3) 依願退職の

場合 
願により本職を免ずる  

 (4) 退職後引き

続いて他の地

方公務員等と

なる場合で，

退職手当を支

給 し な い と

き。 

（任用期間満了により退職 又は 

願により本職を免ずる） 
新潟市職員退職手当支給条例第１９

条の規定により退職手当は支給しな

い 

 

19 准職員 (1) 採用 【A 任命権者】【C 身分】を命ずる 
【F 職名(2)】を命ずる 
【I 給料表】 
○号俸を給する 
【H 勤務場所】勤務を命ずる 

期間発令を付

する。 

 (2) 期間延長 任用期間を△△○年○月○日まで更

新する 
 

 (3) 依願退職の

場合 
願により本職を免ずる  

 (4) 任用期間満

了により退職

の場合 

任用期間満了により退職  

20 非常勤職

員（使用従

属関係のあ

るもの） 

(1) 勤務時間の

定めのある職

に採用する場

合 

【A 任命権者】非常勤嘱託を命ずる 
【業務内容】業務を命ずる 
報酬月額○○円を給する 
【H 勤務場所】勤務を命ずる 
勤務時間は 1 週○○時間とし 
任用期間は△△○年○月○日までと

する 

【業務内容】

は必要に応じ

て発令する。 

 (2) 勤務時間の

定めのない職

に採用する場

合 

【A 任命権者】非常勤嘱託を命ずる 
【業務内容】業務を命ずる 
報酬月額○○円を給する 
【H 勤務場所】勤務を命ずる 
任用期間は△△○年○月○日までと

する 

 

 (3) 転任 【H 勤務場所】勤務を命ずる  
 (4) 期間更新 任用期間を△△○年○月○日まで更

新する 
 

 (5) 報酬改定 報酬月額○○円を給する  
 (6) 依願退職の

場合 
願により解職する  

 (7) 任用期間満

了により退職

の場合 

任用期間満了により退職  

21 非常勤職

員（使用従 
(1) 委嘱 【非常勤職種】に委嘱します 

又は 
 

 属関係のな

いもの） 
 【嘱託業務】を嘱託します  



 

 (2) 解嘱 【非常勤職種】を解嘱します 
又は 
【嘱託業務】嘱託を解嘱します 

 

22 附属機関

等委員（職

員 以 外 の

者） 

(1) 委嘱 【附属機関等名称】委員に委嘱しま

す 
委嘱期間は△△○年○月○日までと

します 

任期がない場

合は，期間発

令 を 行 わ な

い。 
 (2) 委嘱 

議員等をもって

充てる場合で当

該職の在職期間

が委員任期より

も早く満了する

とき。 

【附属機関等名称】委員に委嘱しま

す 
委嘱期間は○○の在職期間とします 

 

 (3) 解嘱 【附属機関等名称】委員を解嘱しま

す 
退職事由に関

わらず，同一

文例による。 

 



 

付表 

区分 用語 備考 

A 任命権者 新潟市 
新潟市議会 
新潟市選挙管理委員会 
新潟市監査委員 
新潟市人事委員会 
新潟市農業委員会 
新潟市教育委員会 
新潟市水道局 
新潟市病院 

 

B 任命権者

（部局） 
市長事務部局，消防局 
議会事務局 
選挙管理委員会 
監査委員事務局 
人事委員会 
農業委員会 
教育委員会 
水道局 
市民病院 

 

C 身分 
 

職員 
筆生 
技生 
業手 
非常勤嘱託 
 
※他の任命権者の職員に対して発令

を行う場合の身分 
新潟市【身分】 
議会【身分】 
選挙管理委員会【身分】 
監査委員【身分】 
人事委員会【身分】 
農業委員会【身分】 
教育委員会【身分】 
水道局【身分】 
病院【身分】 

筆生，技生及び業手は，准職員

の身分として使用する。 
消防吏員は，階級を身分として

発令する。 

D 役職 新潟市職員任用規則の別表に定める

役職 
 

E 職名(1) 新潟市行政組織規則等に定める職制

上の職 
 

F 職名(2) 新潟市職員の職名等に関する規則又

は新潟市准職員規則に定める職名 
 

G 職名(ＰＴ) 総括者 
副総括者 
チーム員 

 

H 勤務場所 新潟市行政組織規則等に定める内部

部局及び機関 
 



 

I 給料表 一般俸給表 
福祉職俸給表 
医療職俸給表（一）～（三） 
消防職俸給表 
教育職俸給表（一）～（二） 
技能労務職俸給表 
特定任期付職員俸給表 

 

J 期間事由 任用 
任命 
兼務 
派遣 
休職 
専従許可 
育児休業承認 
再任用 

「任用」及び「任命」は，根拠

法令等に準ずる。 

 



 

別記様式（第２条関係） 

 

 

 

 

 


